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モンゴルにおける不利益処分手続の歴史的展開（二・完）　

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
展
開
（
二
・
完
）

─
─
二
〇
一
五
年
行
政
一
般
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
状
況
─
─

ド
ゥ
ル
グ
ー
ン 

バ
ト
ト
ル
ガ

問
題
の
所
在

第
一
章　

社
会
主
義
体
制
下
（
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
九
〇
年
）
に
お
け
る
事
前
行
政
手
続

　

第
一
節　

社
会
主
義
的
行
政
手
続
観
の
生
成

　

第
二
節　

社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
行
政
罰
賦
科
手
続
と
命
令
保
護
的
処
分
の
統
制

　

第
三
節　

小
括　
（
以
上
、
六
九
巻
五
号
）

第
二
章　

民
主
主
義
体
制
移
行
期
（
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
）
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続

　

第
一
節　

行
政
手
続
観
の
変
化

　

第
二
節　

民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続

　

第
三
節　

小
括

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）
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論　　　説

第
二
章　

民
主
主
義
体
制
移
行
期
（
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
）
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続

第
一
節
　
行
政
手
続
観
の
変
化

一　

民
主
主
義
的
憲
法
の
基
本
原
理

1　

民
主
主
義
的
憲
法
の
制
定

　

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
ソ
連
・
東
欧
に
お
け
る
民
主
化
・
市
場
経
済
化
の
波
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
も
及
び
、
一
九
八
七
年
頃
か
ら

「
シ
ネ
チ
レ
ル
政
策
」
が
実
施
さ
れ
始
め
た
。
シ
ネ
チ
レ
ル
政
策
と
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
モ
ン
ゴ
ル
版
で
あ
り
、
民
主
主
義
へ
の

移
行
を
前
提
に
市
場
経
済
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
る
た
め
、
個
人
営
業
活
動
法
の
制
定
や
独
立
採
算
制
の
導
入
と
い
っ
た
経
済
的
な
政

策
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
、
ツ
ェ
デ
ン
バ
ル
に
よ
る
独
裁
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
ツ
ェ
デ
ン
バ
ル
は
革
命
党
書
記
長
を
辞
任

し
た
。
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
第
三
の
都
市
エ
レ
デ
ネ
テ
の
住
民
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
六
日
に
ロ
シ
ア
軍
の
撤
退
、
ト
ソ
ン
ザ
ー
マ
ル

鉱
山
の
使
用
禁
止
、
エ
レ
デ
ネ
テ
工
場
の
国
営
化
等
を
革
命
党
に
要
求
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
当
時
の
学
生
や
若
者
を
中

心
と
な
っ
て
複
数
の
党
が
設
立
さ
れ
た
。

　

そ
れ
ら
の
党
は
、
民
主
化
、
複
数
政
党
制
の
導
入
、
人
権
保
障
、
議
会
選
挙
の
実
施
、
報
道
の
自
由
と
い
っ
た
一
三
項
目
を
革
命
党

に
求
め
た
。
一
九
九
〇
年
五
月
五
日
に
革
命
党
、
民
主
党
、
社
会
民
主
党
の
代
表
者
が
協
議
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
民
主
主
義

に
移
行
す
る
準
備
を
行
う
た
め
に
一
九
九
二
年
ま
で
に
暫
定
的
な
小
議
院
及
び
大
統
領
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
そ
の
後
、
六

〇
年
憲
法
が
改
正
さ
れ
、
同
年
七
月
に
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
国
会
小
議
院
が
成
立
し
、
大
統
領
と
し
て
オ
チ
ル
バ
タ
（П

.О
чирбат

）

が
就
任
し
た
。
一
九
九
〇
年
十
月
四
日
に
「
憲
法
起
草
委
員
会
」
が
大
統
領
の
下
に
設
置
さ
れ
、
憲
法
作
成
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
、

（
37
）
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モンゴルにおける不利益処分手続の歴史的展開（二・完）　

九
二
年
憲
法
が
成
立
し
た
。

　

憲
法
作
成
委
員
長
で
あ
っ
た
チ
ミ
デ
教
授
の
言
葉
に
よ
る
と
、「
当
委
員
会
は
、
モ
ン
ゴ
ル
独
自
の
憲
法
を
作
成
す
る
こ
と
を
心
掛

け
」、「
社
会
主
義
時
代
に
蓄
積
さ
れ
た
豊
富
な
経
験
・
訓
練
を
参
考
に
し
」
た
の
で
あ
り
、
九
二
年
憲
法
は
、
従
前
と
異
な
り
ど
こ
か

の
国
の
憲
法
や
体
制
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
従
来
の
憲
法
は
、
ソ
連
の
憲
法
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
九
二
年

憲
法
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
（
一
九
九
三
年
一
二
月
一
二
日
制
定
）
に
先
だ
っ
て
作
ら
れ
た
点
で
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
モ

ン
ゴ
ル
の
民
主
化
は
、
東
欧
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
民
主
化
運
動
の
勃
興
と
革
命
党
に
よ
る
対
応
の
な
か
で
武
力
的
な
対
立
を
回
避
し

つ
つ
、
平
和
裡
に
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
市
場
経
済
化
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
く
社
会
主
義
体
制
を
経
験
し
た
中
国
、
ベ

ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
相
当
に
急
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
点
に
特
色
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2　

憲
法
の
基
本
原
理

　

九
二
年
憲
法
は
、
六
章
七
〇
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
前
文
で
は
「
我
々
モ
ン
ゴ
ル
国
民
は
、
国
の
独
立
と
主
権
を
強
化
し
、
人

権
と
自
由
、
正
義
及
び
国
民
の
統
合
を
志
向
し
、
国
の
伝
統
、
歴
史
及
び
文
化
を
継
承
し
、
人
類
の
文
明
が
達
成
し
た
も
の
を
尊
重
し
、

人
間
的
、
市
民
的
及
び
民
主
的
社
会
を
わ
が
国
に
建
設
す
る
こ
と
を
至
高
の
目
的
と
し
て
希
求
し
つ
つ
、
こ
こ
に
モ
ン
ゴ
ル
国
憲
法
を

宣
言
す
る
」
と
し
、
一
条
二
項
で
は
「
国
の
活
動
の
基
本
原
理
は
、
民
主
主
義
、
正
義
、
自
由
、
平
等
及
び
国
民
の
統
合
、
並
び
に
法

の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
宣
言
し
、
社
会
主
義
か
ら
民
主
主
義
へ
、
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
、
社
会
主
義
的
適
法
性

の
原
理
か
ら
法
の
支
配
な
い
し
実
質
的
法
治
主
義
（
法
の
尊
重
）
へ
移
行
し
た
。

　

従
来
と
異
な
り
、
革
命
党
の
独
裁
が
廃
止
さ
れ
、
複
数
政
党
制
（
一
六
条
）
が
保
障
さ
れ
た
。
ま
た
、
市
場
経
済
国
家
と
し
て
の
前

提
た
る
私
有
財
産
制
に
つ
い
て
は
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
人
権
に
つ
い
て
は
、
一
六
条
に
お
い
て
一
八
項
目
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）
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論　　　説

さ
ら
に
、
一
四
条
で
は
、
法
の
下
の
平
等
が
保
障
さ
れ
、
一
九
条
で
は
、
国
に
よ
る
人
の
権
利
・
自
由
の
法
的
保
障
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
統
治
機
構
に
つ
い
て
は
三
章
で
規
定
し
て
お
り
、
立
法
権
は
国
家
大
会
議
、
行
政
権
は
内
閣
、
司
法
権
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
使

さ
れ
る
と
し
、
三
権
分
立
が
採
用
さ
れ
た
。
九
二
年
憲
法
の
理
念
に
照
応
し
て
、
行
政
法
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
。

二　

行
政
法
の
思
想
の
変
化

　

ソ
ビ
エ
ト
行
政
法
を
土
台
に
生
成
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
行
政
法
は
、
国
独
自
の
行
政
法
の
思
想
・
文
化
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
体

制
転
換
期
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
行
政
法
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
新
た
な
展
開
を
始
め
た
。
そ
れ
は
、
一
九
九
四
年
に
ド
イ
ツ
の
ハ
ン

ス
・
ザ
イ
デ
ル
財
団
（H

annsSeidelStiftung

）
が
モ
ン
ゴ
ル
で
設
立
さ
れ
、
行
政
法
を
中
心
と
し
て
法
整
備
支
援
を
行
っ
た
こ
と
、

ま
た
多
く
の
学
者
に
ド
イ
ツ
へ
の
留
学
支
援
等
を
行
っ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ソ
ビ
エ
ト
型
行
政
法
か
ら
ド
イ
ツ
型
行

政
法
へ
と
再
編
成
さ
れ
る
中
で
、
以
下
の
よ
う
な
主
な
変
化
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　

行
政
法
の
変
化

　

二
〇
〇
二
年
以
降
の
モ
ン
ゴ
ル
行
政
法
学
に
お
い
て
「
行
政
法
」
を
行
政
機
関
が
行
う
公
権
力
の
行
使
と
そ
の
行
使
に
お
け
る
国
民

の
権
利
利
益
の
保
護
と
救
済
に
関
す
る
規
律
（
ガ
ン
ゾ
リ
グ
説
）
と
定
義
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
行
政
法
に
お
い
て
、「
法
律
─

行
政
行
為
─
行
政
強
制
─
行
政
裁
判
」
と
い
う
公
権
的
四
段
階
過
程
が
核
を
成
す
こ
と
に
変
わ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
法
律
」
は
、
社

会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
革
命
党
の
意
思
を
表
現
す
る
「
法
」
と
異
な
り
、
投
票
資
格
の
あ
る
市
民
に
よ
る
普
通
、
自
由
、
直
接
の
選

挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
国
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
で
あ
る
。
行
政
の
行
為
形
式
は
、
多
様
に
な
り
従
前
の
行
政
規
範
定
立
と
行

政
処
分
の
み
な
ら
ず
、
行
政
契
約
、
行
政
計
画
も
現
れ
た
。
こ
れ
ら
の
行
政
作
用
は
、「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」
に
よ
っ
て
行
わ

（
42
）

（
43
）
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れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
行
政
作
用
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
は
、
不
服
申
立
制
度
・
行
政
裁
判
と
い
っ
た
事
後
手
続
を
通
じ

て
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
一
部
の
分
野
に
お
い
て
は
、
行
政
の
恣
意
抑
制
・
国
民
の
権
利
保
護
を
前
提
と
し
て
事
前

手
続
も
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
従
前
の
社
会
主
義
的
行
政
法
は
、
近
代
西
欧
型
行
政
法
へ
と
変
遷
し
て
い
る
。
即
ち
、
九
二
年

憲
法
と
と
も
に
再
編
成
さ
れ
た
行
政
法
は
、
従
前
の
社
会
主
義
的
行
政
法
の
性
格
を
持
ち
な
が
ら
、
新
し
い
姿
に
変
化
し
て
い
る
と
い

え
る
。

2　

行
政
手
続
観
の
変
化

　
「
行
政
手
続
」
に
対
す
る
見
方
は
、
二
〇
〇
二
年
の
行
政
事
件
訴
訟
法
（
以
下
「
行
訴
法
」
と
い
う
）
の
制
定
の
前
後
に
よ
っ
て
異

な
る
た
め
、（
1
）
二
〇
〇
二
年
以
前
と
、（
2
）
二
〇
〇
二
年
以
降
と
に
分
け
て
考
察
を
行
う
。

 

（
1
）
二
〇
〇
二
年
以
前

　

二
〇
〇
二
年
以
前
の
ド
ロ
ゴ
ル
ス
レ
ン
説
に
よ
る
と
、
広
義
の
意
味
に
お
け
る
「
行
政
手
続
」
と
は
、
行
政
機
関
が
行
政
作
用
を
行

う
た
め
に
す
る
べ
き
手
順
・
段
階
を
い
う
と
し
、
狭
義
の
意
味
に
お
け
る
「
行
政
手
続
」
と
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
の
紛
争

を
処
理
す
る
手
続
を
い
う
。
広
義
の
意
味
に
お
け
る
行
政
手
続
に
は
、
①
行
政
立
法
手
続
、
②
特
許
を
与
え
る
手
続
（
著
作
権
の
付
与

等
）、
③
特
定
の
行
政
事
件
に
関
す
る
手
続
が
含
ま
れ
る
と
し
、
③
に
は
、
㋐
行
政
罰
の
賦
科
手
続
、
㋑
懲
戒
処
分
に
関
す
る
手
続
、

㋒
人
の
権
利
を
侵
害
し
た
行
政
機
関
又
は
公
務
員
の
違
法
行
為
を
審
査
す
る
手
続
、
㋓
不
服
申
立
審
査
手
続
、
㋔
公
務
員
法
に
関
す
る

処
理
手
続
、
㋕
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
や
麻
薬
依
存
症
の
者
の
強
制
治
療
を
行
う
手
続
、
㋖
外
国
人
や
無
国
籍
者
の
国
外
追
放
の
手
続
、

㋗
表
彰
状
交
付
手
続
を
含
む
と
し
た
。

　

社
会
主
主
義
体
制
下
に
お
い
て
行
政
手
続
は
、
行
政
作
用
の
内
部
的
過
程
も
含
め
て
観
念
さ
れ
て
い
た
が
、
ド
ロ
ゴ
ル
ス
レ
ン
説
は
、

（
44
）

（
45
）
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論　　　説

行
政
機
関
の
行
う
外
部
的
・
国
民
の
権
利
利
益
に
か
か
わ
る
手
続
に
限
定
し
て
い
る
点
で
、
従
前
と
異
な
る
。
し
か
し
、
③
の
特
定
の

行
政
事
件
に
関
す
る
手
続
の
下
位
に
挙
げ
て
い
る
手
続
が
未
整
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
㋒
と
㋓
の
内
容
は
同
じ
で
あ

る
が
職
権
に
基
づ
く
手
続
と
申
立
て
に
基
づ
く
手
続
に
分
け
る
趣
旨
が
不
明
確
で
あ
り
、
ま
た
㋗
の
手
続
と
②
の
手
続
の
異
同
も
明
ら

か
で
な
い
。

 

（
2
）
二
〇
〇
二
年
以
降

　

二
〇
〇
二
年
以
降
に
通
説
と
な
っ
た
ナ
ラ
ン
ゲ
レ
ル
教
授
と
エ
レ
デ
ネ
ツ
ォ
グ
ト
教
授
の
著
作
に
よ
る
と
、「
行
政
手
続
」
と
は
、

行
政
機
関
と
国
民
の
間
の
紛
争
を
上
級
行
政
機
関
又
は
裁
判
所
が
処
理
す
る
手
続
を
い
う
。
二
〇
〇
二
年
以
前
の
狭
義
の
意
味
に
お
け

る
行
政
手
続
観
と
異
な
る
の
は
、
行
政
機
関
の
み
な
ら
ず
裁
判
所
を
も
手
続
を
行
う
主
体
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
行
訴

法
が
、
不
服
申
立
て
の
審
理
手
続
及
び
行
政
訴
訟
手
続
を
含
め
て
制
定
さ
れ
た
結
果
、
行
政
手
続
と
い
う
用
語
な
い
し
概
念
が
不
服
申

立
て
・
行
政
訴
訟
の
事
後
手
続
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
前
手
続
に
対
応
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語
の
用
語
が
不
統
一
と
な

り
、
そ
の
概
念
を
異
な
る
「
用
語
」
で
表
し
、
定
義
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
二
〇
〇
二
年
以
降
に
現
れ
た
。
例
え
ば
、
ド
ロ
ゴ
ル
ス
レ

ン
教
授
は
統
治
手
続
（удирдлагы

н процесс

）、
エ
レ
デ
ネ
ツ
ォ
グ
ト
教
授
は
行
政
作
用
（захиргааны

 үйл аж
иллагаа

）、
オ
ド

ゲ
レ
ル
教
授
は
行
政
作
用
を
行
う
手
続
（захиргааны

 ш
ийдвэр гаргах аж

иллагаа

）
と
表
現
し
た
。
以
下
、
本
節
で
は
、
事
後
手

続
の
概
要
を
み
る
こ
と
に
し
、
第
二
節
で
事
前
手
続
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
事
後
手
続
と
し
て
の
不
服
申
立
て
・
行
政
訴
訟
は
、
社
会

主
義
体
制
下
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
第
一
章
で
み
た
。
し
か
し
、
民
主
主
義
体
制
下
に
お
い
て
従
前
と
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
た
の
か
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

 

（
ａ
）
不
服
申
立
て
の
審
理
手
続

　

国
民
の
不
服
申
立
権
は
、
九
二
年
憲
法
一
六
条
一
二
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
五
年
の
「
行
政
機
関
及
び
公
務
員
に

（
46
）

（
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）
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対
す
る
苦
情
及
び
不
服
申
立
て
の
手
続
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
請
願
・
不
服
申
立
法
」
と
い
う
）
及
び
二
〇
〇
二
年
の
行
訴
法
六

条
か
ら
一
二
条
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
不
服
申
立
て
は
、
違
法
な
処
分
又
は
不
作
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
国
民
の
権
利
利
益

の
救
済
を
図
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
ま
た
、
同
制
度
は
、
行
政
機
関
の
自
己
統
制
制
度
で
あ
り
、
行
政
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
資
す

る
制
度
で
あ
る
。

　

行
訴
法
は
、
審
査
請
求
を
中
心
に
規
定
し
、
不
服
申
立
て
の
機
会
（
権
）
を
一
回
与
え
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
ン

シ
ョ
ン
民
営
法
（
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
民
営
決
定
（
国
有
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
屋
を
個
人
占
有
す
る
た
め
の
決
定
）
に

関
す
る
不
服
申
立
て
は
二
段
階
（
上
級
機
関
が
二
つ
あ
る
場
合
）
で
行
わ
れ
る
等
の
例
外
も
あ
る
。

　

国
民
は
、
処
分
を
受
領
し
若
し
く
は
知
っ
た
日
か
ら
計
算
し
て
三
〇
日
以
内
に
、
不
服
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
限
あ

る
機
関
は
、
不
服
申
立
て
を
受
理
し
て
か
ら
三
〇
日
以
内
（
一
回
三
〇
日
延
長
可
）
に
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
訴
法
七
条
六

項
に
よ
り
、
不
服
申
立
て
を
受
理
す
る
と
、
原
則
と
し
て
処
分
の
効
力
が
停
止
す
る
。
こ
の
原
理
は
、
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な
る
行

政
処
分
が
違
法
で
あ
る
場
合
に
、
名
宛
人
の
権
利
利
益
の
侵
害
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
社
会
主
義
体
制
下
の
不
服
申
立
て
と
比
べ
る
と
、

①
裁
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
②
執
行
停
止
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
大
き
く
異
な
る
。

 

（
ｂ
）
行
政
事
件
訴
訟

①　

一
九
九
〇
年
法　

八
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
シ
ネ
チ
レ
ル
政
策
の
強
化
及
び
従
前
の
社
会
主
義
体
制
へ
の
批
判
の
な
か
で
、

社
会
主
義
体
制
の
反
省
・
克
服
と
し
て
、
法
改
革
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、「
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
国
家
機

関
又
は
行
政
機
関
の
行
為
に
よ
っ
て
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
九
〇

年
法
」
と
い
う
）
及
び
「
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
裁
判
所
、
検
察
機
関
、
警
察
機
関
の
行
為
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求

（
48
）

（
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）

（
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）

（
51
）
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す
る
訴
え
を
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
」
等
の
制
定
で
あ
っ
た
。

　

九
〇
年
法
は
一
条
で
「
憲
法
若
し
く
は
他
の
法
律
の
定
め
る
人
民
の
財
産
権
、
家
庭
（гэр бүл

）
及
び
自
宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン

（орон сууц

）、
労
働
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
行
政
機
関
又
は
公
務
員
の
違
法
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
人
民
は
、
そ
の
損

害
の
回
復
の
た
め
に
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
て
お
り
、
全
一
三
条
か
ら
構
成
さ
れ
る
短
い
法
律
で
あ

っ
た
。
同
法
は
、
従
前
の
民
事
捜
査
法
が
挙
げ
て
い
た
行
政
事
件
の
み
な
ら
ず
、
概
括
的
に
訴
権
（
保
護
す
る
権
利
利
益
に
制
限
が
あ

る
）
を
認
め
た
も
の
の
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
民
事
捜
査
法
（
一
九
九
四
年
ま
で
民
事
捜
査
法
、
一
九
九
四
年
か
ら
民
事
訴
訟

法
）
が
適
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
訴
訟
手
続
の
整
備
の
不
徹
底
、
行
政
事
件
を
扱
う
人
材
（
裁
判
官
）
の
不
足
、
並
び
に
国
民
の

訴
訟
意
識
の
不
足
等
の
理
由
か
ら
、
こ
の
法
律
は
事
実
上
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

②　

二
〇
〇
二
年
行
訴
法　

一
九
九
八
年
一
月
二
二
日
一
八
号
国
会
決
定
「
モ
ン
ゴ
ル
法
制
度
改
革
の
計
画
」
の
二
七
項
の
「
行
政
裁

判
所
の
設
置
に
関
す
る
検
討
を
国
会
、
最
高
裁
判
所
、
内
閣
が
行
う
」
と
い
う
規
定
に
基
づ
き
、
同
年
二
月
、
最
高
裁
判
所
及
び
司
法

総
評
議
会
は
、
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
つ
い
て
、
国
会
法
制
局
並
び
に
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ス
・
ザ
イ
デ
ル
財
団
と
国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ

Ｄ
Ｐ
）
と
連
携
し
、
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

検
討
の
一
環
と
し
て
、
同
年
九
月
に
ド
イ
ツ
・
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
行
政
裁
判
所
を
見
学
し
、
大
学
教
授
と
の
交
流
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
草
案
関
係
資
料
で
示
さ
れ
て
い
る
。
検
討
の
結
果
、
二
〇
〇
二
年
に
行
訴
法
及
び
行
政
裁
判
所
設
置
法
が
制
定
さ
れ
る
（
施
行
は

二
〇
〇
四
年
六
月
一
日
か
ら
）
に
至
っ
た
。
行
訴
法
一
条
で
は
、「
不
服
申
立
て
と
行
政
訴
訟
を
通
じ
て
、
行
政
機
関
の
違
法
行
為
に

よ
り
侵
害
さ
れ
た
国
民
の
権
利
利
益
を
救
済
す
る
こ
と
」
を
本
法
の
目
的
と
し
て
い
る
。
同
法
は
一
二
章
九
四
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
お

り
、
三
条
と
四
条
が
行
政
機
関
と
行
政
行
為
の
定
義
、
六
条
か
ら
一
一
条
ま
で
が
行
政
不
服
申
立
て
の
審
理
手
続
、
一
二
条
か
ら
九
四

条
ま
で
が
訴
訟
手
続
の
規
定
か
ら
成
っ
て
い
る
。

（
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）

（
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）
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同
法
は
、
行
政
法
の
総
則
的
規
定
も
含
め
て
い
る
こ
と
で
実
体
法
と
手
続
法

の
両
性
格
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
九
〇
年
法
と
比
べ
、
行
政
訴
訟
独
自
の
手

続
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
大
き
く
異
な
る
。
さ
ら
に
、
行
訴
法
の
中
で
、
不
服

審
査
手
続
を
定
め
て
お
り
、
事
後
手
続
を
統
一
的
に
規
律
し
て
い
る
こ
と
に
特

色
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
法
制
定
に
伴
い
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
を
初
め

各
県
に
第
一
審
行
政
裁
判
所
（
二
二
ヵ
所
）
が
、
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
に
は
ウ

ラ
ン
バ
ー
ト
ル
に
高
等
行
政
裁
判
所
及
び
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
。
当
初

は
国
民
の
行
政
訴
訟
に
対
す
る
理
解
が
不
足
し
て
い
た
が
、
年
々
行
政
裁
判
所

の
訴
訟
受
理
件
数
は
増
加
し
て
お
り
、
国
民
の
訴
訟
意
識
が
向
上
し
て
い
る
と

い
え
る
。
第
一
審
行
政
裁
判
所
の
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
受
理

件
数
を
ま
と
め
た
図
表
3
を
見
る
と
、
二
〇
〇
四
年
は
受
理
件
数
が
五
一
六
件

で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
に
は
二
七
七
五
件
と
な
り
五
倍
以
上
に
増
加
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

3　

検
察
に
よ
る
一
般
監
督
の
廃
止

　

第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
全
て
の
国
家
機
関
、

社
会
団
体
、
人
民
の
活
動
に
か
か
る
適
法
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
検
察
監
督

（
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）

（阪大法学）69（6-239）　1423〔2020.3〕

　図表 3 　第一審行政裁判所受理件数

2004年 2010年 2013年 2015年

受理件数 516件 1625件 2170件 2775件

不 受 理 337件  356件  533件  641件

判　　決

略式裁決

145件 1031件

 323件  348件

判　　決

認　　容

782件

390件（50％）

1091件

559件

棄　　却 283件（36.3％） 397件

一部認容  70件（9％） 102件

履行停止  39件（5％）  33件

却　　下   0 件   0 件

その他（来年度に移行した）  34件  238件  531件  695件

出典：司法総評議会編集「裁判判決の報告」より筆者作成。なお、同書にて2013年の判決数
（782件）の内訳は、パーセント表示となっていたため、数字に置き換えた。
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の
制
度
が
存
在
し
た
が
、
民
主
化
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
、
九
二
年
憲
法
五
六
条
で
「
検
察
官
は
、
事
件
の
捜
査
及
び
刑
の
執
行
に
つ
き

監
督
し
、
国
家
を
代
表
し
て
裁
判
手
続
に
参
加
す
る
」
と
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
、
事
件
の
捜
査
と
は
、
事
件
を
受
理
し
た

後
か
ら
事
件
の
現
場
検
証
や
事
件
に
関
す
る
そ
の
他
の
証
拠
収
集
を
行
う
段
階
を
い
う
。
一
九
九
三
年
の
検
察
機
関
に
関
す
る
法
律
第

二
章
は
、
検
察
の
権
限
を
定
め
て
お
り
、（
軽
犯
の
）
捜
査
に
お
け
る
監
督
（
一
〇
条
）、
捜
査
に
お
け
る
監
督
（
一
一
条
）、
刑
の
執

行
に
お
け
る
監
督
（
一
二
条
）、
拘
留
、
逮
捕
、
一
時
的
な
監
禁
と
保
護
の
措
置
に
お
け
る
監
督
（
一
二
条
）、
裁
判
手
続
に
参
加
す
る

権
限
（
一
三
条
）
を
定
め
、
一
四
条
以
下
で
そ
の
他
の
具
体
的
な
権
限
を
定
め
て
い
る
。
一
〇
条
の
（
軽
犯
の
）
捜
査
に
お
け
る
監
督

の
中
で
、
検
察
は
、
行
政
機
関
の
職
員
が
行
う
行
政
罰
の
賦
科
手
続
の
適
法
性
を
監
督
す
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
行
政
罰
の
賦
科
手

続
は
、（
軽
犯
の
）
捜
査
手
続
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
適
法
性
を
検
察
が
監
督
す
る
と
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
は
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
政
処
分
と
さ
れ
、
こ
れ
に
か
か
る
訴
訟
は
行
政
裁
判
所
の
管

轄
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
行
政
分
野
に
属
す
る
行
政
罰
の
賦
科
手
続
が
軽
犯
の
捜
査
手
続
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
、
検
察

の
監
督
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
、
行
政
罰
は
、
過
料
の
み
な
ら
ず
人
身
の
自
由
・
財

産
へ
の
剥
奪
等
、
侵
害
の
程
度
が
大
き
い
多
様
な
制
裁
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
が
行
政

手
続
と
さ
れ
、
そ
の
中
で
検
察
の
監
督
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
こ
と
の
意
味
は
、
更
な
る
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
　
民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続

　
「
は
じ
め
に
」
で
み
た
よ
う
に
、
現
行
法
上
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
「
不
利
益
処
分
」
と
は
、
法
的
効
果
が
及
ぶ
者
に
義
務
を
課
し
、

若
し
く
は
権
利
利
益
を
制
限
す
る
処
分
を
い
う
。
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
の
概
念
は
、
日
本
の
行
政
手
続
法
上
の
不

利
益
処
分
（
の
定
義
）
か
ら
除
か
れ
る
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
以
下
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
、
個
別
法
に
お
け
る
不
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利
益
処
分
手
続
の
順
に
検
討
す
る
。

一　

行
政
罰
の
賦
科
手
続

　

民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
い
て
も
行
政
上
の
秩
序
違
反
者
に
対
し
て
科
さ
れ
る
秩
序
罰
及
び
法
令
上
の
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
を

合
わ
せ
て
「
行
政
罰
（захиргааны

 хариуцлага, захиргааны
 ш

ийтгэл

）」
と
呼
ぶ
従
前
の
考
え
方
が
受
け
継
が
れ
た
。
一
九
九
二

年
の
行
政
処
罰
法
（
以
下
「
行
罰
法
」
と
い
う
）
の
各
則
が
規
定
す
る
行
為
及
び
各
個
別
法
の
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、「
行
政

罰
」
が
科
さ
れ
る
と
さ
れ
、
そ
の
賦
科
に
関
す
る
一
般
手
続
規
定
は
、
行
罰
法
に
置
か
れ
て
い
る
。

1　

調
査
手
続

　

権
限
あ
る
機
関
は
、
違
反
行
為
に
関
す
る
通
報
を
受
け
た
場
合
は
、
一
四
日
以
内
に
調
査
を
行
い
、
調
書
を
作
成
す
る
（
行
罰
法
一

一
条
一
項
）。
権
限
あ
る
機
関
は
、
違
反
行
為
を
差
し
止
め
、
そ
の
証
拠
・
資
料
を
解
明
し
保
全
す
る
た
め
に
、
①
行
政
上
の
逮
捕

（
六
時
間
ま
で
）、
②
飲
酒
・
麻
薬
・
精
神
病
の
者
及
び
身
分
が
不
明
な
者
の
最
長
七
二
時
間
の
逮
捕
、
③
身
体
検
査
と
物
品
検
査
、

④
物
品
及
び
文
書
の
没
収
、
⑤
飲
酒
者
を
二
四
時
間
保
護
す
る
と
い
う
即
時
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
違
反
者
は
、
こ
の
調

査
段
階
に
お
い
て
、
証
拠
書
類
等
の
提
出
権
、
証
拠
書
類
の
閲
覧
請
求
権
、
陳
述
の
権
利
、
専
門
家
に
依
頼
す
る
権
利
を
有
す
る
（
行

罰
法
九
条
）。

2　

賦
科
決
定

　

即
時
強
制
措
置
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
調
査
に
基
づ
き
、
決
定
を
下
す
の
は
、
①
裁
判
官
、
②
地
方
知
事
、
③
警
察
官
、
④
国
境
防
御

（
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局
員
、
⑤
検
査
官
、
⑥
拘
留
所
長
、
⑦
領
事
館
職
員
、
⑧
国
家
特
別
保
護
機
関
の
職
員
、
⑨
環
境
保
護
員
、
⑩
巡
回
人
、
⑪
地
方
軍
事

局
職
員
官
、
⑫
県
都
市
区
の
軍
事
担
当
局
で
あ
る
（
行
罰
法
七
条
）。
同
法
で
は
、
誰
が
ど
の
行
政
罰
を
賦
科
す
る
か
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
裁
判
官
は
行
政
上
の
逮
捕
決
定
と
過
料
、
知
事
と
検
査
官
は
過
料
決
定
、
財
産
没
収
決
定
を
行
う
等
と
さ
れ
て
い
る
。

　

権
限
の
あ
る
機
関
は
、
違
反
者
に
対
し
て
、
主
罰
と
し
て
、
①
過
料
（
自
然
人
に
対
し
て
一
〇
〇
か
ら
五
万
ト
ゥ
グ
ル
グ
、
法
人
に

対
し
て
五
万
か
ら
二
五
万
ト
ゥ
グ
ル
グ
）、
②
七
日
か
ら
三
〇
日
の
逮
捕
、
③
運
転
免
許
の
六
ヶ
月
か
ら
二
年
の
差
し
押
え
（
附
加
罰

で
も
可
）、
附
加
罰
と
し
て
、
①
違
法
所
得
と
財
物
の
没
収
、
②
強
制
訓
練
（
一
六
時
間
か
ら
五
六
時
間
）
を
科
す
。

　

行
政
罰
賦
科
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
②
か
ら
⑨
と
⑪
、
⑫
の
職
員
の
決
定
に
対
し
て
は
そ
の
職
員
の
上
級
職
員
に
、
①
裁
判

官
（
行
政
上
の
逮
捕
決
定
）
の
決
定
に
対
し
て
は
上
級
裁
判
官
、
⑩
巡
回
人
の
決
定
に
対
し
て
は
地
方
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
行
罰
法
一
九
条
）。
上
級
機
関
の
裁
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
決
定
権
者
の
管
轄
に
よ
り
民
事
訴
訟
法
又
は
行
訴
法
に

基
づ
き
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
行
罰
法
一
九
条
五
項
と
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
九
日
四
五
号
令

『
行
政
罰
法
の
条
文
の
解
釈
に
つ
い
て
』
四
条
四
項
と
五
項
）。

3　

社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
行
政
罰
の
賦
科
手
続
と
の
対
比

　

民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
け
る
行
政
罰
の
賦
科
手
続
は
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
以
下
の
点
で
異
な
る

と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
行
政
罰
の
種
類
の
う
ち
、
注
意
や
勧
告
、
公
表
に
よ
る
注
意
と
い
っ
た
軽
い
制
裁
を
削
除
し
て
お
り
、
主
罰

あ
る
い
は
附
加
罰
と
し
て
科
す
制
裁
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
、
よ
り
刑
事
的
な
性
質
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、

社
会
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
、
違
反
行
為
の
調
査
と
行
政
罰
賦
科
決
定
が
別
々
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
九
二
年
の
処
罰

法
で
は
調
査
と
決
定
を
行
う
者
が
同
一
と
な
っ
た
。
ま
た
、
九
二
年
処
罰
法
で
は
、
決
定
権
者
と
し
て
警
察
、
行
政
機
関
、
裁
判
官
を
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含
む
多
様
な
主
体
を
規
定
し
て
い
る
。
第
三
に
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
過
料
以
外
の
賦
科
決
定
に
つ
い
て
は
不
服
申
立
て
が

認
め
ら
れ
、
過
料
を
科
す
決
定
に
つ
い
て
は
、
行
政
訴
訟
の
提
起
が
認
め
ら
れ
た
。
他
方
、
民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
い
て
は
、
行

政
罰
賦
科
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
不
服
申
立
て
と
行
政
訴
訟
の
両
方
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
事
後
的
手
続

が
従
前
と
比
べ
る
と
充
実
し
た
と
い
え
る
。
第
四
に
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
行
政
罰
の
賦
科
手
続
は
、
即
時
強
制
を
用
い
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
九
二
年
の
行
罰
法
に
よ
り
賦
科
手
続
を
行
う
際
に
即
時
強
制
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最

後
に
検
察
の
参
加
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
行
政
罰
の
賦
科
手
続
や
そ
の
決
定
を
含
む
行
政
作
用
全
体
に
対
し
て
検

察
の
一
般
監
督
が
及
ん
だ
。
検
察
は
職
権
又
は
人
民
の
通
報
を
受
け
、
違
法
行
為
に
関
す
る
調
査
を
自
ら
行
っ
た
。
他
方
、
民
主
主
義

体
制
移
行
期
に
お
け
る
行
政
罰
の
賦
科
手
続
に
対
す
る
検
察
の
監
督
は
、
権
限
の
あ
る
主
体
の
行
っ
た
賦
科
手
続
及
び
決
定
の
適
法
性

を
チ
ェ
ッ
ク
（
確
認
）
す
る
と
い
う
形
へ
変
わ
っ
た
。

二　

個
別
法
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続

　

民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
い
て
は
、
個
別
法
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
に
関
す
る
議
論
・
検
討
は
、
学
問
的
な
問
題
関
心
を
集

め
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
最
初
に
チ
ミ
デ
教
授
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
「
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
法
制
度
改
革
と
行
政
手
続
」
と
い
う
論

文
に
お
い
て
、
旧
社
会
主
義
国
で
は
、
憲
法
及
び
行
政
法
と
い
っ
た
公
法
学
の
発
展
が
非
常
に
遅
れ
て
お
り
、
特
に
行
政
手
続
法
の
整

備
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
行
政
手
続
を
具
体
的
に
定
義
し
て
い
な
い
が
、
事
前
手
続
及
び

事
後
手
続
の
二
つ
の
法
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
個
別
法
に
お
け
る
行
政
処
分
の
事
前
手
続
に
つ
い
て
論
じ
た

の
は
、
オ
ド
ゲ
レ
ル
教
授
で
あ
る
。
教
授
は
、「
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
事
前
手
続
に
関
す
る
一
般
的
・
統
一
的
な
法
律
は
未
だ
立
法
化

さ
れ
て
い
な
い
が
、
各
個
別
法
に
お
い
て
事
前
手
続
を
設
け
て
い
る
場
合
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
処
分
手
続
規
定
を
設
け
て
い
る
個

（
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別
法
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
許
認
可
の
処
分
手
続
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
許
認
可
に
関
す
る
処
分
の
「
審
査
基
準
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
行
政
機
関
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

オ
ド
ゲ
レ
ル
教
授
の
こ
の
よ
う
な
言
及
か
ら
見
る
と
、
教
授
は
、
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
建
設
事
業
の
公
共
の
利
益
へ
の
影
響
並
び

に
審
査
基
準
の
不
明
確
さ
を
特
に
問
題
視
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
許
認
可
の
取
消
、
停
止
、
申
請
拒
否
と
い
っ
た
不

利
益
処
分
は
、
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
建
設
事
業
に
限
ら
ず
名
宛
人
の
権
利
利
益
に
与
え
る
侵
害
が
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
に
個
別
法
に
お
い
て
不
利
益
処
分
手
続
が
初
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
、
一
九
九
五
年
の
国
家
公
務
員
法
（
一
九
九
四
年
）
及
び

内
閣
政
令
（
一
九
九
五
年
九
七
号
）
に
よ
る
懲
戒
処
分
手
続
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
九
七
年
に
鉱
物
資
源
法
に
よ
る
鉱
物
資
源
採
掘
及

び
利
用
許
可
の
取
消
処
分
手
続
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
一
九
九
九
年
に
無
線
周
波
法
に
よ
る
無
線
周
波
数
許
可
の
取
消

処
分
手
続
、
二
〇
〇
一
年
に
電
気
事
業
法
に
よ
る
電
気
事
業
の
許
認
可
取
消
処
分
手
続
、
二
〇
〇
四
年
に
保
険
仲
介
業
法
に
よ
る
保
険

仲
介
事
業
の
停
止
処
分
手
続
及
び
事
業
許
可
の
取
消
処
分
手
続
、
同
年
に
保
険
業
法
に
よ
る
保
険
事
業
の
停
止
処
分
手
続
及
び
事
業
許

可
の
取
消
処
分
手
続
、
二
〇
〇
八
年
に
税
務
署
長
令
に
よ
る
税
務
調
査
手
続
、
二
〇
一
一
年
に
医
療
業
法
に
よ
る
医
療
業
許
可
の
取
消

処
分
手
続
、
二
〇
一
一
年
に
貸
金
業
法
に
よ
る
貸
金
業
許
可
申
請
の
拒
否
処
分
手
続
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
質
調
査
業
、
電

力
産
業
、
通
信
業
、
金
融
事
業
を
中
心
に
個
別
法
に
よ
る
不
利
益
処
分
手
続
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
不
利
益
処
分
手
続
は
、

弁
明
の
機
会
の
付
与
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
務
員
法
（
一
九
九
四
）
二
六
条
一
項
の
懲
戒
処
分
の
根
拠
規
定
を
具

体
化
し
た
一
九
九
五
年
九
七
号
政
令
は
、
懲
戒
処
分
を
下
す
事
由
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
旨
を
名
宛
人
に
予
め
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
二
条
四
項
）
と
定
め
て
お
り
、
そ
の
通
知
書
を
受
理
し
た
公
務
員
は
、
懲
戒
処
分
の
理
由
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
釈
明
し
、

再
調
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
予
定
処
分
の
名
宛
人
に
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
な
く
、
予

（
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め
知
ら
せ
る
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
る
個
別
法
も
存
在
す
る
。

　

以
下
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
例
と
し
て
鉱
物
資
源
採
掘
及
び
利
用
許
可
の
取
消
処
分
手
続
の
概
要
を
み
る
。
根
拠
法
は
一
九
九
七

年
鉱
物
資
源
法
（
以
下
「
九
六
年
法
」
と
い
う
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
〇
〇
六
年
に
改
正
（
以
下
「
改
正
鉱
物
法
」
と
い
う
）
さ
れ
た
。

　

1　

弁
明
の
機
会
の
付
与

 

（
1
）
通
知
書
の
送
付

　

九
六
年
法
四
七
条
三
項
で
は
「
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
り
消
す
事
由
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
行
政
機
関
は
そ
の
旨
を
ラ
イ
セ
ン
ス
占
有
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
通
知
書
に
は
、
取
消
事
由
と
な
っ
た
根
拠
を
記
入
す
る
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
規
定
は
、
改
正
鉱
物
法
で
は
、「
鉱
物
資
源
許
可
を
取
り
消
す
事
由
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
十
日
以
内
に
名
宛
人
に
通
知
す

る
。
取
消
事
由
と
な
っ
た
根
拠
を
明
確
に
示
す
」
と
改
め
ら
れ
た
。
即
ち
、
通
知
書
の
送
付
期
間
及
び
記
入
事
項
の
明
確
化
の
要
求
が

新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、「
通
知
す
る
と
は
、
行
政
機
関
が
権
限
の
あ
る
公
務
員
の
決
定
若
し
く
は
そ
の
決
定
の
意
味

（
内
容
）
を
記
載
し
た
書
面
を
、
申
請
者
又
は
許
認
可
保
有
者
に
交
付
し
た
り
、
送
付
し
た
り
し
て
そ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
を
い
う
」

（
最
高
裁
令
二
〇
一
〇
年
四
月
二
六
日
〇
九
号
六
条
）
と
解
し
て
い
る
。

 

（
2
）
弁
明
の
機
会

　

九
六
年
法
四
七
条
四
項
に
よ
る
と
、
許
可
の
名
宛
人
が
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
許
可
の
取
消
事
由
が
そ
の

未
払
い
で
あ
れ
ば
、
名
宛
人
は
通
知
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
三
〇
日
以
内
に
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
す
る
支
払
明
細
書

を
提
出
す
る
こ
と
で
、
引
き
続
き
鉱
物
資
源
の
採
掘
及
び
利
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
未
払
い
以
外
の
事
由
に
基

づ
く
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
名
宛
人
は
、
そ
の
事
由
を
否
認
す
る
旨
の
弁
明
書
と
そ
の
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
機
関

（
60
）

（
61
）
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は
、
名
宛
人
の
提
出
し
た
弁
明
書
の
内
容
を
検
討
し
、
処
分
を
下
す
。
改
正
鉱
物
法
五
六
条
三
項
に
よ
り
、「
本
条
二
項
の
通
知
書
の

事
由
を
認
め
な
い
場
合
は
、
そ
れ
を
立
証
す
る
証
拠
を
行
政
機
関
に
送
付
す
る
」
と
改
正
さ
れ
、
弁
明
書
を
送
付
す
る
期
間
の
部
分
が

削
除
さ
れ
た
。

 

（
3
）
審
理

　

行
政
機
関
は
、
名
宛
人
の
送
付
し
た
弁
明
書
に
基
づ
き
審
理
し
、
最
終
的
な
処
分
を
下
す
。

　

九
六
年
法
四
七
条
五
項
は
、「
行
政
機
関
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
占
有
者
の
送
付
し
た
証
拠
を
審
理
し
、
認
め
る
場
合
は
、
最
初
に
送
付

し
た
通
知
書
を
無
効
に
し
、
そ
の
旨
を
名
宛
人
に
通
知
す
る
」
と
規
定
し
、
同
条
六
項
で
は
「
ラ
イ
セ
ン
ス
占
有
者
の
証
明
書
を
認
め

な
い
場
合
は
、
行
政
機
関
は
自
ら
の
審
理
に
つ
い
て
通
知
し
、
取
り
消
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
行
政
機
関
は
、
許
可
を
取
り
消
し
た
場

合
は
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
九
項
、
改
正
鉱
物
法
五
六
条
七
項
）。

2　

不
利
益
処
分
に
対
す
る
事
後
的
統
制

 

（
1
）
不
服
申
立
て
の
制
限

　

行
政
機
関
の
下
し
た
鉱
物
資
源
の
採
掘
及
び
利
用
許
可
の
取
消
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
直
接
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
。

九
六
年
法
四
七
条
七
項
で
は
、「
ラ
イ
セ
ン
ス
占
有
者
又
は
抵
当
者
は
、
そ
の
処
分
が
下
さ
れ
て
か
ら
三
〇
日
以
内
に
裁
判
所
に
訴
え

を
提
起
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
条
八
項
で
は
、「
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
土
地
に
新
し
い
ラ
イ
セ
ン
ス
を
発

行
し
な
い
」
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
法
五
六
条
五
項
で
は
、「
名
宛
人
は
、
本
条
四
項
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
。
そ
の
場
合
は
、
行
訴
法
六
二
条
一
項
三
項
に
よ
り
処
分
の
効
力
が
停
止
さ
れ
な
い
」
と
改
正
さ
れ

た
。
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
経
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
不
服
申
立
て
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
執
行
不
停
止
と
な
る
。
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（
2
）
裁
判
例

　

手
続
に
関
す
る
瑕
疵
は
、
①
通
知
書
の
送
付
若
し
く
は
通
知
書
の
受
理
の
瑕
疵
、
②
弁
明
の
機
会
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
二

種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
裁
判
例
で
は
、
通
知
書
の
送
付
に
関
す
る
瑕
疵
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
内
容
は
、
行
政
機
関
が
通
知
書

を
送
付
し
て
い
な
い
こ
と
に
関
す
る
争
い
並
び
に
行
政
機
関
は
通
知
書
を
送
付
し
た
が
、
行
政
機
関
の
過
失
で
誤
っ
た
住
所
に
届
い
た

若
し
く
は
名
宛
人
が
住
所
変
更
を
届
け
出
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
通
知
書
が
届
い
て
い
な
い
と
い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ

る
。

　

鉱
物
資
源
採
掘
及
び
利
用
許
可
の
取
消
処
分
に
お
け
る
通
知
書
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
判
断
に
至
っ
た
二
つ
の
裁
判

例
を
み
て
い
こ
う
。
一
つ
目
の
事
例
は
、
被
告
が
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
未
払
い
と
い
う
取
消
事
由
が
判
明
し
た
こ
と
を
原
告
に
通
知
し

た
が
、
原
告
が
行
政
機
関
に
登
録
さ
れ
た
住
所
に
所
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
被
告
行
政
機
関
の
公
告
方
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日

刊
紙
に
て
許
可
の
取
消
し
を
公
告
し
た
が
、
原
告
が
、
そ
の
旨
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
処
分
の
取
消
し
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
裁

判
所
は
「
新
聞
公
告
に
は
通
知
と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
、
原
告
は
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
毎
年
定
期
的
に
支
払
っ
て
お
り
、
期
間
内
に

未
払
い
が
あ
っ
た
場
合
に
は
許
認
可
が
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
と
推
認
さ
れ
る
か
ら
、〔
中
略
〕
行
政

機
関
が
新
聞
公
告
を
通
じ
て
許
可
の
取
消
し
を
知
ら
せ
た
と
し
て
も
、
原
告
が
同
公
告
（
通
知
）
に
反
論
し
、
証
拠
を
提
出
し
な
く
と

も
よ
い
」（
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
第
一
審
行
政
裁
判
所
二
〇
一
二
年
六
月
一
一
日
〇
二
二
九
号
）
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

他
方
、
こ
の
判
決
と
異
な
る
判
断
と
し
て
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
第
一
審
行
政
裁
判
所
二
〇
一
二
年
八
月
二
二
日
〇
三
二
八
号
判
決
が

あ
る
。
本
件
で
は
、
原
告
は
海
外
に
滞
在
し
て
お
り
、
代
理
人
が
死
亡
し
た
と
い
う
理
由
で
鉱
物
採
掘
及
び
利
用
許
可
の
ラ
イ
セ
ン
ス

料
を
支
払
っ
て
お
ら
ず
、
許
可
取
消
処
分
が
下
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
「
原
告
が
通
知
を
受
け
取
り
、
行
政
機
関
に

対
し
反
論
を
行
い
、
行
政
機
関
が
そ
の
反
論
を
検
討
し
た
あ
と
で
処
分
を
下
す
の
が
適
切
で
あ
る
。
即
ち
、
鉱
物
資
源
法
の
弁
明
の
機
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会
の
付
与
に
関
す
る
規
定
は
、
原
告
が
反
論
を
述
べ
る
機
会
を
設
け
た
規
定
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。

　

裁
判
例
で
も
、
手
続
の
瑕
疵
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
判
断
す
る
の
か
は
不
統
一
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
個
々
の
事
件
の

性
質
か
ら
み
て
判
断
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
二
つ
の
判
決
の
う
ち
、
〇
二
二
九
号
は
、
原
告
が
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を

支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
事
情
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
所
は
原
告
が
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
支
払
う
べ
き
こ
と
を
既

に
認
識
し
て
い
た
と
し
て
、
手
続
の
瑕
疵
を
関
わ
ら
ず
に
請
求
を
棄
却
し
た
。
他
方
で
、
〇
三
二
八
号
で
は
、
原
告
が
ラ
イ
セ
ン
ス
料

を
支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
た
め
、
請
求
が
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
手
続
規
定
と
実
体
的

判
断
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
お
け
る
通
知
書
の
送
付
の
瑕
疵
及
び
弁
明
の

機
会
の
付
与
の
瑕
疵
は
、
実
体
的
判
断
に
至
る
従
属
的
な
処
分
手
続
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

（
3
）
手
続
的
瑕
疵
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

　

改
正
鉱
物
法
で
、
手
続
瑕
疵
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
に
対
す
る
罰
則
規
定
が
初
め
て
設
け
ら
れ
た
。
六
六
条
一
項
で
は
、「
本
法
に
違

反
し
た
職
員
の
行
為
が
犯
罪
行
為
に
当
た
ら
な
い
場
合
は
、
国
家
公
務
員
法
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
お
り
、
公
務
員
法
の
懲
戒

処
分
が
適
用
さ
れ
る
。

第
三
節
　
小
括

　

以
上
、
民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
け
る
行
政
手
続
観
の
展
開
を
み
た
。
九
二
年
憲
法
と
と
も
に
再
編
成
さ
れ
た
行
政
法
は
、
従
前

の
社
会
主
義
的
行
政
法
の
性
格
・
遺
産
を
内
包
し
な
が
ら
、
新
し
い
姿
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
変
化
は
、「
不
服
申
立
て
・
行
政
事

件
訴
訟
」
と
い
っ
た
事
後
手
続
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
前
と
同
様
に
行
政
罰
の
賦
科
手
続
が
不
利
益
処
分
手
続
の

一
種
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
地
質
調
査
業
、
電
力
産
業
、
通
信
業
、
金
融
事
業
の
個
別
法
の
一
部
に
お
い
て
不
利
益
処
分
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手
続
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
内
容
と
し
て
い
る
。
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
例
と
さ
れ
た
鉱
物
資
源
採
掘
及
び
利

用
許
可
の
取
消
手
続
に
お
い
て
は
、
事
前
に
名
宛
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
い
う
手
続
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
許
可
の
取
消
に
対
し

て
は
行
政
裁
判
所
へ
の
訴
え
の
み
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
訴
え
は
取
消
処
分
の
効
力
を
停
止
し
な
い
。
即
ち
、
事
前
手
続
の
簡
易
さ
と
厳

格
さ
に
よ
っ
て
、
事
後
手
続
の
保
障
の
厚
さ
が
異
な
る
。
ま
た
、
裁
判
例
か
ら
す
る
と
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
お
け
る
手
続
瑕
疵
は
、

実
体
的
判
断
に
至
る
従
属
的
な
処
分
手
続
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
行
政
機
関
の
職
員
が
不
利
益
処
分
手
続

を
無
視
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
手
続
瑕
疵
を
起
こ
し
た
職
員
に
対
す
る
罰
則
規
定

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
以
上
を
表
に
ま
と
め
る
と
図
表
4
の
よ
う
に
な
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
一
九
二
四
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
展

開
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
本
稿
の
検
討
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続

と
は
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
い
て
は
行
政
罰
の
賦
科
手
続
を
い
い
、
民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お
い

て
は
行
政
罰
の
賦
科
手
続
及
び
個
別
法
の
不
利
益
処
分
手
続
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

行
政
罰
賦
科
決
定
の
手
続
的
統
制
に
関
し
て
は
、
社
会
主
義
体
制
下
及
び
民
主
主
義
体
制
移
行
期
に

お
い
て
事
前
手
続
と
不
服
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
の
は
同
じ
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
体
制
移
行
期
に
お

い
て
は
行
政
訴
訟
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
異
な
る
。
他
方
、
行
政
罰
賦
科
決
定
以
外
の
不
利
益
処
分

の
事
前
手
続
に
つ
い
て
は
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
い
て
度
外
視
さ
れ
て
い
た
が
、
民
主
主
義
体
制
移

行
後
か
ら
一
部
の
個
別
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
不
利
益
処
分
に
つ
い
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　図表 4 　不利益処分の手続的統制

不利益処分 事前手続
事後手続

不服申立て 訴訟

行政罰賦科決定 ○ ○ ○

その他の不利益処分
一　部 ○（弁明

の機会） × ○

その他 × ○ ○
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て
行
政
訴
訟
は
可
能
で
あ
る
が
、
不
服
申
立
て
が
制
限
さ
れ
る
。
即
ち
、
不
利
益
処
分
の
事
前
手
続
と
事
後
手
続
は
、
相
互
補
充
的
関

係
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
不
利
益
処
分
手
続
の
仕
組
み
は
、
各
期
に
お
け
る
憲
法
及
び
行
政
法
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の

と
い
え
る
。

　

本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
不
利
益
処
分
手
続
の
観
念
が
変
遷
し
て
い
く
な
か
で
、「
伝
統
的
な
遺
産
（
基
盤
に

あ
る
思
想
）」
を
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
行
政
罰
賦
科
手
続

を
事
前
手
続
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、
現
在
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
民
主
主
義
体
制
移
行
期
か
ら
行
政
罰
賦
科
決
定
以
外
の
一
部
の
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
事
前
手
続
を
設

け
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
立
法
背
景
に
お
い
て
は
事
前
手
続
に
お
け
る
行
政
の
恣
意
統
制
・
国
民
の
権
利
利
益

の
保
護
と
い
う
統
一
的
な
思
想
が
明
白
で
は
な
い
。
ま
た
、
裁
判
例
に
お
け
る
そ
の
運
用
状
況
を
通
じ
て
言
え
る
の
は
、
不
利
益
処
分

手
続
が
実
体
的
判
断
に
対
す
る
従
属
的
な
存
在
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
主
義
的
行
政
法
学
に
お
い
て
度
外
視

さ
れ
て
い
た
不
利
益
処
分
手
続
は
、
民
主
主
義
体
制
移
行
後
の
行
政
法
学
に
お
い
て
も
、
そ
の
重
要
性
・
不
可
欠
性
が
、
十
分
に
検

討
・
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
最
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
あ
げ
よ
う
。
本
稿
の
考
察
は
、
二

〇
一
五
年
一
般
法
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
に
つ
い
て
客
観
的
評
価
及
び
内
在
す
る
問
題
の
究
明
の
た
め
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を

「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
。
そ
の
た
め
、
次
の
課
題
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
一
般
法
自
体
に
関
す
る
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

特
に
、
二
〇
一
五
年
一
般
法
に
先
立
つ
不
利
益
処
分
手
続
、
す
な
わ
ち
行
政
罰
賦
科
手
続
と
個
別
法
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
存

在
が
二
〇
一
五
年
一
般
法
の
制
定
と
そ
の
運
用
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
は
、
本
稿
の
検
討
結
果
か
ら
み
て
重

要
な
課
題
で
あ
る
。
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簑
輪
靖
博
「
モ
ン
ゴ
ル
の
憲
法
制
定
」
東
ア
ジ
ア
の
憲
法
制
度
一
八
七
号
（
一
九
九
九
年
）
八
七
頁
以
下
。

Б.Чимид.Ү
ндсэн хуулийн үзэл баримтлал. У

Б хот., 2017 он.36 хуудаснаас хойш
.

簑
輪
・
前
掲
注
（
37
）
九
九
頁
参
照
。

松
尾
弘
『
発
展
す
る
ア
ジ
ア
の
政
治
・
経
済
・
法
─
法
は
政
治
・
経
済
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
六
年
）
一
七

八
頁
。具

体
的
に
は
、
①
生
命
権
、
②
健
康
で
安
全
な
環
境
に
対
す
る
権
利
、
③
動
産
及
び
不
動
産
の
公
正
な
取
得
、
占
有
、
所
有
、
及
び
相
続
の

権
利
、
④
職
業
の
自
由
な
選
択
、
望
ま
し
い
労
働
、
資
金
、
休
息
条
件
の
自
由
な
選
択
及
び
私
的
企
業
に
関
す
る
選
択
の
権
利
、
⑤
老
齢
、
身
体

の
障
害
、
出
産
及
び
育
児
並
び
に
法
律
が
定
め
る
そ
の
他
の
場
合
に
物
質
的
、
財
産
的
な
支
援
を
受
け
る
権
利
、
⑥
健
康
の
維
持
と
医
療
に
対
す

る
権
利
、
⑦
教
育
を
受
け
る
権
利
、
⑧
文
化
的
、
芸
術
的
、
学
術
的
領
域
に
お
い
て
創
造
的
労
働
に
関
与
し
、
そ
れ
に
よ
り
収
益
を
得
る
権
利
、

⑨
直
接
に
又
は
代
表
機
関
を
通
し
て
国
政
に
参
加
す
る
権
利
、
⑩
社
会
的
、
私
的
な
利
害
又
は
意
見
に
基
づ
い
て
政
党
及
び
他
の
自
主
的
組
織
を

自
由
に
設
立
す
る
権
利
、
⑪
両
性
は
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
領
域
に
お
い
て
、
ま
た
婚
姻
に
際
し
て
平
等
の
権
利
を
持
つ
こ
と
、

⑫
国
家
機
関
及
び
公
務
員
に
請
願
し
、
不
服
を
申
し
立
て
る
権
利
、
⑬
人
身
の
自
由
と
安
全
の
権
利
、
⑭
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
⑮
良
心
及
び
信

教
の
自
由
、
⑯
思
想
、
意
見
及
び
表
現
、
言
論
、
報
道
、
平
和
的
集
会
の
自
由
、
⑰
国
及
び
そ
の
機
関
が
合
法
的
に
秘
密
と
し
て
保
護
す
る
義
務

が
あ
る
も
の
を
除
き
、
情
報
を
請
求
し
、
受
領
す
る
権
利
、
⑱
国
内
を
自
由
に
移
動
、
居
住
し
、
海
外
に
旅
行
し
、
居
住
し
、
ま
た
帰
国
す
る
権

利
で
あ
る
。

ハ
ン
ス
・
ザ
イ
デ
ル
財
団
は
、
モ
ン
ゴ
ル
で
一
九
九
四
年
に
設
立
さ
れ
、
民
主
化
と
法
整
備
支
援
や
法
曹
育
成
に
関
す
る
活
動
を
行
っ
て
い

る
。
主
な
活
動
と
し
て
は
、
①
モ
ン
ゴ
ル
国
立
大
学
法
学
部
の
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
及
び
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
警
察
法
、
行
政
事
件
訴

訟
法
、
行
政
一
般
法
の
立
案
に
お
け
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
参
加
、
②
一
九
八
八
年
以
降
七
八
冊
の
法
律
関
連
の
著
作
に
対
す
る
金
銭
的
支

援
、
③
憲
法
裁
判
所
や
司
法
裁
判
所
、
行
政
裁
判
所
及
び
行
政
機
関
を
対
象
と
す
る
テ
ク
ニ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト
（
オ
ン
ラ
イ
ン
化
）、
④
法
整
備
支

援
と
関
連
す
る
多
く
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
国
際
会
議
の
開
催
、
⑤
国
民
又
は
受
刑
者
を
対
象
に
法
教
育
を
行
う
「
法
教
育
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
設
置
、

⑥
修
士
・
博
士
課
程
に
お
け
る
ド
イ
ツ
留
学
の
奨
学
金
の
支
給
が
挙
げ
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、https://w

w
w

.hss.de/en/#

（
二
〇
一
九
年
九

月
一
九
日
）。

Д
.Ганзориг. Захиргааны

 эрх зүй. Тайлбар толь. У
Б хот., 2002 он. 65 хуудас.
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た
だ
し
行
訴
法
四
六
条
に
よ
る
と
、
①
効
力
の
停
止
に
よ
り
、
他
人
の
生
命
、
健
康
、
財
産
上
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
②
個

人
、
法
人
の
税
金
、
徴
収
に
関
す
る
行
政
処
分
の
場
合
、
③
行
政
法
令
違
反
に
科
す
行
政
罰
賦
科
決
定
或
い
は
違
反
行
為
を
中
止
さ
せ
る
た
め
に

行
政
機
関
が
発
令
し
た
行
政
処
分
の
場
合
は
、
不
停
止
と
な
る
。

А
.Эрдэнэцогт .өмнөх иш

лэл 47. 109 хуудас.

九
〇
年
の
「
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
国
家
機
関
又
は
行
政
機
関
の
行
為
に
よ
っ
て
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
に
関
す
る
法
律
」
は
、
一
条　

国
家
機
関
又
は
公
務
員
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
、
二
条　

訴
え
の
要
件
（
原
告
適

格
）、
三
条　

訴
え
の
要
件
（
審
査
請
求
前
置
主
義
・
裁
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
裁
判
所
に
訴
え
が
で
き
る
）、
四
条　

出
訴
期
間
、
五
条　

審

理
、
六
条　

執
行
停
止
、
七
条　

判
断
の
執
行
、
八
条　

上
級
機
関
へ
の
指
示
（
違
法
行
為
で
は
な
く
不
当
行
為
即
ち
公
権
力
の
行
使
を
怠
っ
た
、

人
民
の
苦
情
や
意
見
を
受
理
し
な
い
等
の
場
合
）、
九
条　

上
訴
、
一
〇
条　

訴
訟
費
用
、
一
一
条　

適
用
除
外
、
一
二
条　

悪
意
原
告
人
へ
の

罰
則
、
一
三
条　

損
害
賠
償
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

九
〇
年
法
に
基
づ
き
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
件
数
は
少
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
の
チ
ン
ゲ
ル
テ
ィ
区
に
お
い
て
わ
ず
か
二

件
で
あ
っ
た
。
一
件
は
、
原
告
が
、
上
級
職
員
に
対
し
て
、
住
宅
提
供
の
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
上
級
職
員
が
処
分
に
か
か
る
審
査
を
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
当
時
は
、
身
体
障
碍
者
、
高
齢
者
、
長
年
同
一
機
関
に
勤
務
し
た
者
に
住
宅
を
与
え
る
と
い
う
制
度
が
あ
っ
た
。

対
象
者
は
、
行
政
機
関
に
住
宅
提
供
の
申
請
を
し
、
行
政
機
関
が
申
請
者
に
順
番
通
り
に
与
え
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
上
級
職
員
の
不
作
為
を
認

め
、
申
請
に
か
か
る
審
査
を
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
た
（
チ
ン
ゲ
ル
テ
ィ
区
民
事
裁
判
所
一
九
九
五
年
一
〇
月
一
九
日
六
一
九
号
）。

も
う
一
件
は
、
住
宅
公
益
事
業
管
理
会
社
が
、
住
宅
の
住
民
が
犬
又
は
猫
を
飼
っ
て
い
る
場
合
に
、
一
匹
に
つ
き
二
千
ド
ゥ
グ
ル
グ
を
徴
収
す

る
こ
と
を
決
め
た
事
例
で
あ
る
。
住
宅
公
益
事
業
管
理
会
社
は
、
全
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
下
水
道
及
び
暖
房
代
を
決
定
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た

（
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法
人
で
あ
る
。
原
告
ら
は
、
こ
の
徴
収
金
の
判
断
基
準
が
不
明
で
あ
り
、
こ
の
決
定
を
す
る
た
め
の
根
拠
法
令
が
な
い
と
し
て
決
定
の
取
消
し
を

求
め
た
。
裁
判
所
は
、「
同
決
定
を
下
す
根
拠
法
令
は
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
制
定
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
検
討
中
で

あ
る
法
令
に
基
づ
い
て
、
協
会
が
徴
収
に
か
か
る
決
定
を
下
す
の
は
違
法
で
あ
る
」
と
し
て
、
被
告
の
決
定
を
取
り
消
し
た
（
チ
ン
ゲ
ル
テ
ィ
区

民
事
裁
判
所
一
九
九
五
年
一
二
月
二
六
日
六
四
一
号
）。
こ
れ
ら
二
つ
の
判
例
で
は
、
原
告
の
ど
の
よ
う
な
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
、
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
一
件
目
の
判
例
に
お
け
る
上
級
職
員
及
び
二
件
目
の
判
例
に
お
け
る
住
宅
公
益
事
業
管
理
会
社
は
、
い

ず
れ
も
国
家
機
関
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
前
者
で
は
住
宅
を
占
有
す
る
権
利
が
、
後
者
で
は
、
財
産
権
若
し
く
は
家
庭
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

司
法
総
評
議
会
は
、
司
法
権
の
独
立
を
確
保
す
る
た
め
に
機
能
す
る
機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
と
裁
判
官
の
活
動
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、

法
曹
か
ら
の
裁
判
官
選
任
、
法
曹
の
権
利
保
護
、
及
び
そ
の
他
司
法
権
の
独
立
を
保
障
す
る
事
項
を
専
属
的
に
取
り
扱
う
機
関
で
あ
る
（
九
二
年

憲
法
四
九
条
三
条
と
四
条
）。

司
法
総
評
議
会
司
法
研
究
所
「
司
法
判
決
の
報
告
書
［
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
五
年
版
］」http://w

w
w

.judinstitute.m
n/stastis-

tic/13--2013-.htm
l

（
二
〇
一
九
年
二
月
二
〇
日
）。

Ц
.Ц
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П
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П
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九
二
年
憲
法
五
〇
条
一
項
四
号
で
は
「
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
を
除
く
、
他
の
全
て
の
法
律
の
適
正
適
用
の
た
め
、
公
権
解
釈
を
提
供
す
る

権
限
を
有
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
い
う
「
最
高
裁
令
」
と
は
、
そ
の
公
権
解
釈
を
い
う
。

最
高
裁
判
所
は
、
法
律
を
解
釈
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
（
手
段
）
で
解
釈
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
未
だ
続
い

て
い
る
。
少
数
説
（
ガ
ン
ガ
バ
ー
タ
ル
教
授
）
の
「
事
件
審
理
を
通
じ
て
即
ち
判
例
を
通
じ
て
解
釈
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
と
、「
解
釈
を
要

す
る
法
律
条
文
に
つ
い
て
国
民
（
国
家
機
関
）
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
関
す
る
解
釈
を
行
う
べ
き
」
と
い
う
多
数
説
が
あ
る
。

し
か
し
、
憲
法
裁
判
所
の
二
〇
一
五
年
三
号
決
定
は
「
判
例
を
通
じ
て
解
釈
す
る
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
「
最
高
裁
判
所
の
判
断
の
う
ち
、
公
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論　　　説

権
解
釈
と
な
り
う
る
解
釈
を
具
体
的
に
明
記
し
て
い
な
い
た
め
、
全
て
の
記
述
が
公
権
解
釈
と
な
る
の
は
、
憲
法
五
〇
条
に
違
反
し
て
い
る
と
判

断
す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
一
九
九
九
年
の
鉱
物
資
源
法
改
正
で
追
加
さ
れ
た
。
同
改
正
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
期
間
内
に
支
払
っ
て
い
な
い
者
に
、
取
消
事
由

が
発
見
さ
れ
た
旨
の
通
知
を
受
け
取
っ
て
か
ら
三
〇
日
以
内
に
ラ
イ
セ
ン
ス
料
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
支
払
う
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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